
令和3年度千葉市公民館の管理に関する年度協定書

千葉市（以下「甲」という｡） と公益財団法人千葉市教育振興財団（以下「乙」 という。） とは、

平成29年10月30日付けで甲乙間で締結した千葉市公民館の管理に関する基本協定書（以下

「基本協定」という｡）第49条第3項の規定に基づき、令和3年度の事業年度に係る協定を締結

する。

（協定の期間）

第1条本協定の期間は、令和3年4月1 11から令和4年31131日までとする。

（指定管理料の額）

第2条基本協定第49条第1項に規定する指定管理料の額は、 1 ， 320， 788， 000円

（消費税及び地方消費税相当額を含む｡） とする。

（指定管理料の支払い）

第3条基本協定書第50条に規定する月次指定管理料の額に千円未満の端数があるときは、す

べて第1条に定める期間の最初の1月に係る月次指定管理料に合算するものとする。

2 乙は、第1項の規定に関わらず、 甲の承認を得て、管理業務に必要な経費の前金払を請求す

ることができる。

3 前項の規定により前金払いした場合の月次指定管理料の額は、前条に規定する指定管理料か

ら前金払の合計額を差し引いた額を月次指定管理料の総額として、第1項の計算方法により月

次指定管理料の額を算出するものとする。

（疑義等の決定）

第4条本協定に疑義が生じたとき及び本協定に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決

定するものとする。

この協定の締結を証するため､本書2通を作成し､甲乙記名押印の上各自その1通を保有する。
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